
「サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針（案）」概要

○人材の需要と供給の好循環の形成。

好循環

【人材の需要（雇用）】
適切な認識の下で雇用・キャリアパスを確保
－経営戦略上の「投資」
－サイバー攻撃への対処の必要性
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【人材の供給（教育）】
人材育成の循環システム
－確かな知識と実践力の下に、
様々な業務経験を経て、人材が育成

人材像

教育

演習環境

資格・評価基準

基本的考え方

「「日本再興戦略」改訂2015」（平成27年６月閣議決定）、「サイバーセキュリティ戦略」（平成27年９月
閣議決定）等を踏まえ、サイバーセキュリティ分野の人材育成の具体的な強化方針を示す。

策定の趣旨

参考１ 「日本再興戦略」改訂2015 抜粋

参考２ サイバーセキュリティ戦略抜粋

・人材育成に係る施策を総合的に推進するため、本年度中に「サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針（仮称）」を策定する。

・人材育成に係る施策を総合的かつ強力に推進するための方針を策定する。

全体構成

第１章 社会で活躍できる人材の育成
第２章 政府機関における人材の育成（別途検討中）
第３章 今後の検討の枠組み

本日のご議論

資料２
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（注）上述に加え、突出人材の発掘・育成を推進（人材発掘の場づく
り（継続）に加え、平成28年度から演習基盤の整備等を推進）

社会で活躍できる人材の育成

（１）経営層の意識改革

「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」（平成27年12月）の普
及促進。

企業等のセキュリティ対策に係る情報発信の方策の検討。
（平成28年６月を目途）

経営層

橋渡し人材層

実務者層

○経営層の示す経営方針
を理解
○サイバーセキュリティに
係るビジョンの提示
○実務者層との意思疎通
の支援

（２）「橋渡し人材層」の育成（→経営層への働きかけ）

経営層への説明用コンテンツの作成（平成28年６月を目途）

マネジメント能力向上のための演習の実施（平成28年度以降）

セキュリティと他分野の専門性を併せ持つ教育の推進（社会人
向け、継続）

人材の需要面

産業界で求められる人材像の明確化（平
成28年度中）

人材像の提示

学校教育の充実

演習環境の整備

能力の可視化

enPiT等の大学教育の充実（平成28年度
から大学学部にも拡大）

高専における演習環境の整備等（平成28
年度から実施）

「職業実践力育成プログラム（BP）」制度
等の活用による社会人の学び直し促進
（継続）

NICTにおける実践的なサイバー攻撃演習
（CYDER）の拡充（法制度の整備を含む）

制御システムのセキュリティ演習の実施
（CSSCにおいて継続）

国立情報学研究所における実践的演習環
境の整備（国立大学法人等向けに平成28
年度から実施）

情報処理安全確保支援士制度の創設（法
改正、平成28年中に具体的な制度設計）

人材の供給面
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今後の検討の枠組み

連携

サイバーセキュリティ戦略本部

サイバーセキュリティ戦略本部

普及啓発・人材育成専門調査会

人材育成プログラムの改定
（平成28年度中）

専門的知見の集約

情報セキュリティ社会推進協議会（平成27年設立）
産学官人材育成ワーキンググループ

産学官連携に向けた具体的
な情報共有の推進

産業界※ 大学等

※「産業横断サイバーセキュリティ人材育成検討会」との連携を含む。

関係府省庁
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